
現　行 月額 5,820 円 月額
 6,260 円

国 国

段階 段階 対象者 料率 月額 年額 段階 段階 対象者 料率 月額 年額
人数(人）
(割合％）

第２段階 第２段階
住民税非課税世帯で、本人の課税年金収
入額と合計所得金額の合計が
８０万円を超え１２０万円以下

第２段階
新

第２段階

住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額
とその他の合計所得金額の合計が
８０万円を超え１２０万円以下

0.7
4,382
(＋17)

52,584
(＋204)

3,534人
（6.9%）

第３段階 第３段階
住民税非課税世帯で、本人の課税年金収
入額と合計所得金額の合計が
１２０万円を超える

第３段階
新

第３段階

住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額
とその他の合計所得金額の合計が
１２０万円を超える

0.75
4,695

(＋330)
56,340

(＋3,960)
3,175人
（6.2%）

第４段階 第４段階
住民税課税世帯で、
本人（非課税）の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円以下

0.9 5,238 62,856 第４段階
新

第４段階

住民税課税世帯で、
本人（非課税）の課税年金収入額とその他の
合計所得金額の合計が８０万円以下

0.9
5,634

(＋396)
67,608

(＋4,752)
7,836人

（15.3%）

第５段階 第５段階
住民税課税世帯で、
本人（非課税）の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円を超える

基準額 5,820 69,840 第５段階
新

第５段階

住民税課税世帯で、
本人（非課税）の課税年金収入額とその他の
合計所得金額の合計が８０万円を超える

基準額
6,260

(＋440)
75,120

(＋5,280)
11,677人
（22.8%）

第６段階 第６段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が１２０万円未満

1.2 6,984 83,808 第６段階
新

第６段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が１２０万円未満

1.2
7,512

(＋528)
90,144

(＋6,336)
8,757人

（17.1%）

第７段階 第７段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が１２０万円以上
１９０万円未満

1.3 7,566 90,792
新

第７段階

本人が住民税課税で、
合計所得金額が１２０万円以上
１９０万円未満

1.3
8,138

(＋572)
97,656

(＋6,864)
5,634人

（11.0%）

計 51,214人

　＜用語説明＞

　○課税年金・・・国民年金、厚生年金、企業年金など

　　　　（非課税年金・・・遺族年金、障がい年金など）

　○「合計所得金額」

　　　　収入金額から必要経費を控除した金額で、分離譲渡所得の特別控除後の金額

　○「その他の合計所得金額」

　　　　合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額

第７期（平成30年度～平成32年度）の介護保険料について

　　　　　第７期出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴い、第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料を設定しました。

第１段階

・生活保護受給者
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
・住民税非課税世帯で本人の課税年金収入額
とその他の合計所得金額の合計が８０万円以

0.45
2,817

(＋198)
33,804

(＋2,376)
新

第１段階

出雲市　第６期（平成２７年度～平成２９年度）　

第１段階

・生活保護受給者
・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給
者
・住民税非課税世帯で本人の課税年金収

0.45 2,619 31,428 第１段階
5,377人

（10.5%）

0.75 4,365 52,380

第７段階

第８段階 第８段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が１９０万円以上
２９０万円未満

1.5 8,730 104,760
新

第８段階

本人が住民税課税で、
合計所得金額が１９０万円以上
２９０万円未満

1.5
9,390

(＋660)
112,680

(＋7,920)第８段階

新
第９段階

本人が住民税課税で、
合計所得金額が２９０万円以上
４００万円未満

1.7
10,642
(＋748)

127,704
(＋8,976)

第９段階

第９段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が２９０万円以上
６４０万円未満

1.7 9,894 118,728

第10段階
新

第12段階

新
第11段階

第９段階

本人が住民税課税で、
合計所得金額が４００万円以上
６４０万円未満

1.9
11,894

(＋2,000)
142,728

(＋24,000)

出雲市　第７期（平成３０年度～平成３２年度）　

本人が住民税課税で、
合計所得金額が６４０万円以上

2.0 11,640 139,680

165,264
(＋25,584)

2.4

※国の基準 変更点　第7段階と第8段階を区分する基準所得額　190万円⇒200万円
                   第8段階と第9段階を区分する基準所得額　290万円⇒300万円

本人が住民税課税で、
合計所得金額が６４０万円以上
８００万円未満

2.2

180,288
(＋40,608)

13,772
(＋2,132)

15,024
(＋3,384)

2,766人
（5.4%）

1,006人
（2.0%）

786人
（1.5%）

191人
（0.4%）

475人
（0.9%）

新
第10段階

本人が住民税課税で、
合計所得金額が８００万円以上

細分化 

細分化 

全 員 協 議 会 資 料
平成３０年(2018)３月２３日
健 康 福 祉 部 高 齢 者 福 祉 課

(1)  保険料段階

　　第12段階（現行第10段階）

(2) 段階を区分する基準所得額

　　第9段階と第10段階を区分する額　　 400万円（現行640万円）

　　第10段階と第11段階を区分する額　　640万円

　　第11段階と第12段階を区分する額　　800万円

(3) 保険料料率　

　　第2段階の料率 　0.7（現行0.75）

　　第10段階の料率　1.9（現行2.0）

　　第11段階の料率　2.2

　　第12段階の料率　2.4

保険料設定変更点

報告 福１ 


